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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内容物が汚れたり乾いたりすることがない押出
し容器を提供する。
【解決手段】吐出チューブ３２は、先端が閉塞され、該
閉塞端の下方周壁部にはヘッド２を下降位置に押し下げ
たときに露出するように横向きに開けた吐出ポート３２
５が設けてあると共に、吐出ポート３２５が常にヘッド
２のスリーブ管２３内に没入するよう拡張ばね３３がピ
ストン３とヘッド２間に縮設されてヘッド２を上昇位置
に押し上げるようにしてなる。
【選択図】図３



(2) JP 3143419 U 2008.7.24

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドを押すとピストンの上下動により容器内に収容された流動性内容物を吐出させる
押出し容器であって、
　前記容器は、その一端が上向きに開口し、他端が底面で閉塞されて流動性内容物を入れ
ることができる有底筒状である胴部を有し、
　前記ヘッドには、第１の中心孔があって孔の中心を軸とする軸線に沿ってスリーブ管が
一体に取り付けてあり、
　前記ピストンは、そのピストンスカートを前記容器の開口より前記容器内に密閉かつ上
下摺動可能に嵌合させており、前記ヘッドの第１の中心孔と対応する第２の中心孔があっ
て、前記ヘッドのスリーブ管と向き合って管状受口が設けてあり、この受口に、その内部
が中空流路をなす吐出チューブが吐出チューブの下端より一体状に把持されてあると共に
、前記吐出チューブの上端部は前記ヘッドのスリーブ管に摺動自在に嵌挿しており、
　さらに、前記吐出チューブは、先端が閉塞され、該閉塞端の下方周壁部には前記ヘッド
を押し下げたときに露出するように横向きに開けた吐出ポートが設けてあると共に、前記
吐出ポートが常に前記ヘッドのスリーブ管内に没入するよう拡張ばねが前記ピストンと前
記ヘッド間に縮設されて前記ヘッドを上昇位置に押し上げるようにしてなる押出し容器。
【請求項２】
　前記吐出チューブの２つの端部はそれぞれ、前記ヘッドの上下動を一定のストロークに
制限する長さを有し抜け止めのつばが管の径方向に突出て設けてあることを特徴とする請
求項１に記載の押出し容器。
【請求項３】
　前記ヘッドの第１の中心孔と前記ピストンの第２の中心孔それぞれにおける前記吐出チ
ューブの各つばに対応する端部の内周面が拡径され、対応する前記つばを嵌入係止する第
１、第２の中心孔をやや径大に形成することを特徴とする請求項２に記載の押出し容器。
【請求項４】
　前記大径部が形成された前記ピストンの端部の外周面が拡径して前記拡張ばねの一端部
が取り付けられる段部を形成することを特徴とする請求項３に記載の押出し容器。
【請求項５】
　前記拡張ばねをより安定に保持するべくばね座として前記ピストンの受口の周りに、前
記中心孔を囲む輪溝を設け、前記ヘッドのスリーブ管の周りに、前記中心孔を囲む輪溝を
設けていることを特徴とする請求項３に記載の押出し容器。
【請求項６】
　前記ピストンスカートの外壁をその上下２端縁のみを前記容器の内壁に摺動自在に接触
させるように上下２端縁間の部分が径方向に内向きに湾曲状に形成されるように構成する
ことを特徴とする請求項１に記載の押出し容器。
【請求項７】
　前記ヘッドは、板状をして、その外縁部にはほぼ前記容器の内壁に嵌合して摺動するリ
ムを有する押蓋として形成されていることを特徴とする請求項１に記載の押出し容器。
【請求項８】
　前記ヘッドは、前記スリーブ管を円曲状エルボの形に曲げてなるエルボヘッドとするこ
とを特徴とする請求項１に記載の押出し容器。
【請求項９】
　前記吐出チューブは、前記エルボヘッドの円曲状スリーブ管内に沿って滑り可能な可撓
性チューブで形成するように構成することを特徴とする請求項８に記載の押出し容器。
【請求項１０】
　前記吐出チューブとしては、前記受口に嵌挿される端部の外周面が張り出して凸環部を
形成し、前記受口の内周面としては、前記凸環部に対応して嵌入係止される凹環を設けて
いることを特徴とする請求項９に記載の押出し容器。
【請求項１１】
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　さらに、蓋が、前記胴部の上端に被さるように取り付けられることを特徴とする請求項
１に記載の押出し容器。
【請求項１２】
　前記胴部は、上端開口側の一部分の外周面がやや削り取られて凹環部が設けられ、前記
蓋は、前記容器の凹環部と嵌合ように設けられることを特徴とする請求項１１に記載の押
出し容器。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、押すだけで容器内に収容された流動性内容物を吐出させる押出し容器に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　押すだけで中に入った流動性内容物を吐出させる押出し容器は、洗剤や化粧品などに多
く利用されている。従来から用いられている押出し容器としては、例えば、図９に示すデ
ィスペンサーがある（特許文献１参照）。このディスペンサー９は、キャップ９５に設け
たヘッド９１を押して、ヘッド９１と連動可能なアキュムレーター９２の上下動により、
容器９０内に入った内容物（図示せず）を吐出チューブ９４を通って吸い上げて、ヘッド
９１に設けられた吐出口９３から吐出する。
【０００３】
【特許文献１】台湾実用新案登録公告番号第390358号
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　この押出し容器９は、ヘッド９１を押すだけで内容物を出せるので、使い勝手がよいが
、内容物が容器９内のチューブ９４を通って吸い上げるとき、アキュムレーター９２内に
残ることがあり、アキュムレーター９２内の空気やばねなどの部材などと触れることによ
り、内容物が汚れたり乾いて粘り付いたりする問題がある。
【０００５】
　本考案は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、容器内に充填された流動性内容物
の付着残留などの問題を解決して良好に保存できる押出し容器を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成すべく、本考案は、ヘッドを押すとピストンの上下動により容器内に収
容された流動性内容物を吐出させる押出し容器であって、前記容器は、その一端が上向き
に開口し、他端が底面で閉塞されて流動性内容物を入れることができる有底筒状である胴
部を有し、前記ヘッドには、第１の中心孔があって孔の中心を軸とする軸線に沿ってスリ
ーブ管が一体に取り付けてあり、前記ピストンは、そのピストンスカートを前記容器の開
口より前記容器内に密閉かつ上下摺動可能に嵌合させており、前記ヘッドの第１の中心孔
と対応する第２の中心孔があって、前記ヘッドのスリーブ管と向き合って管状受口が設け
てあり、この受口に、その内部が中空流路をなす吐出チューブが吐出チューブの下端より
一体状に把持されてあると共に、前記吐出チューブの上端部は前記ヘッドのスリーブ管に
摺動自在に嵌挿しており、さらに、前記吐出チューブは、先端が閉塞され、該閉塞端の下
方周壁部には前記ヘッドを下降位置に押し下げたときに露出するように横向きに開けた吐
出ポートが設けてあると共に、前記吐出ポートが常に前記ヘッドのスリーブ管内に没入す
るよう拡張ばねが前記ピストンと前記ヘッド間に縮設されて前記ヘッドを上昇位置に押し
上げるようにしてなる押出し容器を提供する。
【０００７】
　また、前記吐出チューブの２つの端部はそれぞれ、前記ヘッドの上下動を一定のストロ
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ークに制限する長さを有し抜け止めのつばが管の径方向に突出て設けてあることが好まし
い。
【０００８】
　また、前記ヘッドの第１の中心孔と前記ピストンの第２の中心孔それぞれにおける前記
吐出チューブの各つばに対応する端部の内周面が拡径され、対応する前記つばを嵌入係止
する第１、第２の中心孔をやや径大に形成することが好ましい。
【０００９】
　また、第２の中心孔が径大に形成された前記ピストンの端部の外周面が拡径して前記拡
張ばねの一端部が取り付けられる段部を形成することが好ましい。
【００１０】
　また、前記拡張ばねをより安定に保持するべくばね座として前記ピストンの受口の周り
に、前記中心孔を囲む輪溝を設け、前記ヘッドのスリーブ管の周りに、前記中心孔を囲む
輪溝を設けることが好ましい。
【００１１】
　また、前記ピストンスカートの外壁をその上下２端縁のみを前記容器の内壁に摺動自在
に接触させるように上下２端縁間の部分が径方向に内向きに湾曲するように構成すること
が好ましい。
【００１２】
　また、前記ヘッドは、板状をして、板面部の外縁部にはほぼ前記容器の内壁に嵌合して
摺動するリムを有する押蓋として形成されてもよい。
【００１３】
　また、前記ヘッドは、前記スリーブ管を円曲状エルボの形に曲げてなるエルボヘッドと
して形成されてもよい。
【００１４】
　また、前記吐出チューブは、前記エルボヘッドの円曲状スリーブ管内に沿って滑り可能
な可撓性チューブで形成するように構成することが好ましい。
【００１５】
　また、前記吐出チューブとしては、前記受口に嵌挿される端部の外周面が張り出して凸
環部を形成し、前記受口の内周面としては、前記凸環部に対応して嵌入係止される凹環を
設けることが好ましい。
【００１６】
　この押出し容器では、さらに、蓋が、前記胴部の上端に被さるように取り付けられるこ
とができる。
【００１７】
　また、前記胴部は、上端開口側の一部分の外周面がやや削り取られて凹環部が設けられ
、前記蓋は前記容器の凹環部と嵌合するように設けられることが好ましい。
【考案の効果】
【００１８】
　本考案の吐出容器によれば、内容物が容器と吐出チューブ以外の他の部材と触れること
なく、且つ、吐出チューブにおける吐出ポートは常時スリーブ管に遮断されるので、内容
物が汚れたり乾いたりすることもない。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら本考案の実施の形態について説明する。
【００２０】
　図１～図３は、本考案の押出し容器の第１の実施の形態を示し、図１は、同分解斜視図
、図２は、同分解断面図、図３は同組立断面図である。
【００２１】
　本考案の押出し容器としては、蓋４を外してヘッド２を押すとピストン３の上下動によ
り吐出チューブ３２から容器１内に収容された流動性内容物１０を吐出させる押出し容器
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である。
【００２２】
　前記容器１は、図示の如く、その一端１１４が上向きに開口し、他端１１２が底面１１
１で閉塞されて内部に流動性内容物１０を入れることができる有底筒状である胴部１１を
有し、蓋４が、前記胴部１１の上端に被さるように取り付けられている。前記胴部１１は
、上端開口１１０側の一部分の外周面１１５がやや削り取られて凹環部１１６が設けられ
、前記蓋４は前記容器１の凹環部１１６と嵌合するように設けられている。
【００２３】
　前記ヘッド２には、第１の中心孔２０があって孔２０の中心を軸とする軸線に沿って下
向きにスリーブ管２３が一体に取り付けてある。スリーブ管２３内に軸線に沿って貫通孔
２２を形成している。この例においては、前記ヘッド２が板状をして、板面部２１の外縁
部２１ａにはほぼ前記容器１の内壁１１３に嵌合して摺動するリム２１１を有する押蓋式
ヘッドとして形成されている。この押蓋式ヘッド２は、中心孔２０より上向きに傾斜して
チューブ３２から吐出された液を一時溜めることができる液溜め部２１２として形成し、
液溜め部２１２の外縁より一部分の板面部２１を下向きに湾曲し環溝部２１３として形成
し、また環溝部２１３の外縁からさらにリム２１１に向かって下向きに傾斜して環状斜面
２１４を形成するように構成する。
【００２４】
　前記ピストン３は、そのピストンスカート３１を前記容器１の開口１１０より前記容器
１内に密閉かつ上下摺動可能に嵌合させている。前記ピストン３は、前記ヘッド２の第１
の中心孔２０と対応する第２の中心孔３０があって、前記ヘッド２のスリーブ管２３と向
き合って管状受口３１２が設けてある。この受口３１２に、その内部３２０が中空流路を
なす吐出チューブ３２が吐出チューブ３２の下端３２ｂより一体状に把持されてあると共
に、前記吐出チューブ３２の上端部３２１は前記ヘッド２のスリーブ管２３の貫通孔２２
に摺動自在に嵌挿している。
【００２５】
　スムーズに摺動するように摩擦力を減らすべく前記ピストンスカート３１の外壁３１４
においてその上下２端縁３１５，３１６のみを前記容器１の内壁１１３に摺動自在に少し
だけ接触させるようにピストンスカート３１の上下２端縁３１５、３１６間の部分が径方
向に内向きに湾曲状に形成してある。
【００２６】
　前記吐出チューブ３２は、先端３２ａが閉塞され、該閉塞端３２ａの下方周壁部３２１
ａには、前記ヘッド２を押し下げたときに露出するように横向きに開けた吐出ポート３２
５が設けてあると共に、前記吐出ポート３２５が常に前記ヘッド２のスリーブ管２３内に
没入するよう拡張ばね３３が前記ピストン３と前記ヘッド２間に縮設されて前記ヘッド２
を上昇位置に押し上げ、前記ピストン３と前記ヘッド２とが例えば高さＨ１だけ離れるよ
うにしてある。この例では、高さＨ１は、前記ヘッド２を上昇位置に押し上げて吐出ポー
ト３２５を常時前記ヘッド２のスリーブ管２３内に没入すると共に、前記ヘッド２を押し
下げて前記スリーブ管２３と前記管状受口３１２と突き当て吐出ポート３２５が露出する
ような高さである。
【００２７】
　前記吐出チューブ３２の２つの端部３２１、３２３はそれぞれ、前記ヘッド２の上下動
を一定のストロークに制限する長さを有し抜け止めのつば３２２、３２４が管の径方向に
突出て設けてある。
【００２８】
　前記ヘッド２の第１の中心孔２０と前記ピストン３の第２の中心孔３０それぞれにおけ
る前記吐出チューブ３２の各つば３２２、３２４に対応する端部の内周面２０１、３０１
が拡径され、対応する前記つば３２２、３２４を嵌入係止する第１、第２の中心孔２０、
３０をやや径大に形成する。
【００２９】
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　前記受口３１２の前記中心孔３０が径大に形成された端部３１８の外周面３１８ａが拡
径して前記拡張ばね３３の一端部３３ａが取り付けられる段部３１９を形成する。これに
より、拡張ばね３３を押蓋状ヘッド２とピストン３との間に安定に保持することができる
。
【００３０】
　図４と図５を参照して、本例の押出し容器の動作を説明する。
【００３１】
　ヘッド２の板面部２１（例えば環溝部２１３、斜面２１４）をＨ１だけ押し下げると、
吐出チューブ３２の吐出ポート３２５がヘッド２の中心孔２０より露出すると共に、ヘッ
ド２のリム２１１がピストン３のピストンスカート３１の外壁３１４の上端縁３１５と突
き当てて押し下げ、ピストンスカート３１の底面３１１が内容物１０と当接する。さらに
ヘッド２を押し下げると、内容物１０が吐出チューブ３２からポート３２５を経てヘッド
２の中心孔２０から出て周辺の液溜め部２１２へ吐出する。ヘッド２を押し下げないとき
、拡張ばね３３により、ヘッド２を上昇位置に押し上げることができるので、吐出チュー
ブ３２のつば３２２がヘッド２の径大に形成された中心孔２０に嵌合して、吐出ポート３
２５が再び前記ヘッド２のスリーブ管２３内に没入することができる。
【００３２】
　このように、内容物が容器１と吐出チューブ３２以外の他の部材と触れることがなく、
且つ、吐出チューブ３２における吐出ポート３２５は常時ヘッド２のスリーブ管２３に遮
断されるので、内容物１０が汚れたり乾いたりすることもない。したがって、この押出し
容器によれば、容器１内の内容物１０が汚れたり乾いたりすることなく良好に保存するこ
とができる。
【００３３】
　次に、図６を参照して、本考案の押出し容器の第２の実施の形態を説明する。なお、前
記第１の実施の形態と同一構成及び機能を有する容器１及び蓋４については、同一番号を
付してその説明を省略する。
【００３４】
　前記ヘッドとしては、ヘッド体である前記スリーブ管２３Ａを円曲状エルボの形に曲げ
てなるエルボヘッド２Ａである。スリーブ管２３Ａ内の貫通孔の開口が第１の中心孔２０
に相当する。スリーブ管２３Ａの開口２０Ａは前記第１の中心孔２０と同様に、吐出チュ
ーブ３２Ａのつば３２２が嵌合するようにやや径大に形成される。
【００３５】
　前記吐出チューブ３２Ａは、前記第１の実施の形態の吐出チューブ３２の構成とほぼ同
様であるが、前記エルボヘッド２Ａの円曲状スリーブ管２３Ａ内に沿って滑り可能にする
ために可撓性チューブで形成する。この例では、図示の如く、前記吐出チューブ３２Ａと
しては、前記受口３１２Ａに嵌挿される端部の外周面が張り出して凸環部３２９を形成し
、前記受口３１２Ａの内周面としては、前記凸環部３２９に対応して嵌入係止される凹環
３１０を設けている。この凹凸係止構造は、前記第１の実施の形態の押出し容器にも適用
することはいうまでもない。
【００３６】
　この例においては、前記拡張ばね３３をより安定に保持するべくばね座として前記ピス
トン３１Ａの受口３１２Ａの内側に、前記第２の中心孔３０を囲む輪溝３１７を設け、前
記ヘッド２Ａのスリーブ管２３Ａの内側に、前記第１の中心孔２０を囲む輪溝２７を設け
ている。このばね保持用ばね座の構造としては、いうまでもないが、前記第１の実施の形
態の押出し容器にも適用することができる。
【００３７】
　図７と図８を参照して、この例の押出し容器の動作を説明する。
【００３８】
　エルボヘッド２ＡをＨだけ押し下げると、吐出チューブ３２Ａの吐出ポート３２５がヘ
ッド２Ａのスリーブ管２３Ａの開口２０Ａより露出し、輪溝２７の周壁と輪溝３１７の周
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壁とが突き当てると共に、ピストンスカート３１Ａの底面３１１が内容物１０と当接する
。さらにヘッド２Ａを押し下げると、内容物１０が吐出チューブ３２Ａからヘッド２Ａの
開口２０Ａのポート３２５から吐出する。ヘッド２Ａを押し下げないとき、拡張ばね３３
により、ヘッド２Ａを上昇位置に押し上げることができるので、吐出チューブ３２Ａのつ
ば３２２がヘッド２Ａの径大に形成された開口２０Ａに嵌合して、吐出ポート３２５が再
び前記ヘッド２Ａのスリーブ管２３Ａ内に没入することができる。
【００３９】
　このように、内容物が容器１と吐出チューブ３２以外の他の部材と触れることがなく、
且つ、吐出チューブ３２Ａにおける吐出ポート３２５は常時ヘッド２Ａのスリーブ管２３
Ａに遮断されるので、内容物１０が汚れたり乾いたりすることもない。したがって、この
押出し容器によれば、容器１内の内容物１０が汚れたり乾いたりすることなく良好に保存
することができる。
【００４０】
　この例の押出し容器によれば、前記第１の実施の形態の押出し容器と同様に、内容物が
容器と吐出チューブ以外の他の部材と触れることがなく、且つ、吐出チューブにおける吐
出ポートは常時スリーブ管に遮断されるので、内容物が汚れたり乾いたりすることもない
効果を有する。
【００４１】
　本考案の押出し容器によれば、操作が簡単で、内容物の保存性が良い押出し容器を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本考案の第１の実施の形態の押出し容器を概略示す分解斜視図である。
【図２】図１の分解断面図である。
【図３】図１の組立断面図である。
【図４】第１の実施の形態の押出し容器の動作を概略説明する断面図。
【図５】押出し容器の動作を概略説明する断面図。
【図６】本考案の第２の実施の形態の押出し容器を概略示す分解断面図である。
【図７】図６の組立断面図である。
【図８】第２の実施の形態の押出し容器の動作を概略説明する断面図である。
【図９】従来の押出し容器を示す断面図。
【符号の説明】
【００４３】
　１　容器
　１０　内容物
　１１　胴部
　１１０　開口
　１１１　底面
　１１２　他端
　１１３　内壁
　１１４　一端
　１１５　外周面
　１１６　凹環部
　２　ヘッド
　２０　第１の中心孔
　２０Ａ　開口
　２１　板面部
　２１１　リム
　２１２　液溜め部
　２１３　環溝部
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　２１４　斜面
　２１ａ　外縁部
　２２　貫通孔
　２３　スリーブ管
　２３Ａ　スリーブ管
　２７　輪溝
　２Ａ　ヘッド（エルボヘッド）
　３　ピストン
　３０　第２の中心孔
　３１、３１Ａ　ピストンスカート
　３１０　凹環
　３１２　受口
　３１２Ａ　受口
　３１４　外壁
　３１５，３１６　端縁
　３１７　輪溝
　３１８　端部
　３１８ａ　外周面
　３１９　段部
　３２　吐出チューブ
　３２０　内部
　３２１、３２３　端部
　３２１ａ　周壁部
　３２２、３２４　つば
　３２５　吐出ポート
　３２９　凸環部
　３２Ａ　吐出チューブ
　３２ａ　先端
　３２ｂ　下端
　３３　ばね
　３３ａ　一端部
　４　蓋
　Ｈ、Ｈ１　高さ
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